
RICOHサイバーセキュリティパック 約款

第１条 （目的） 
本約款は、リコージャパン株式会社またはリコージャパン株式会社が認めた販売店（以下、乙とします）がお客様

（以下、甲とします）に対して提供するRICOHサイバーセキュリティパック（以下、本サービスとい言います。）

に関し条件（以下、本条項と言います。）を定めるものとします。甲および乙は、両者の合意に基づき公正な契約を

締結し、信義に則り誠実に履行するものとします。 

第２条 （用語の定義） 
本条項において、下記の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

甲 本サービス契約の当事者であるお客様を言います。 

乙 リコージャパン株式会社、またはリコージャパン株式会社が認めた販売店を言います。 

本ソフトウェア SOPHOS社製InterceptXを指します。 

本管理サイト 本サービスの対象となる甲の対象PCおよび対象機器の状態確認、みまもり用エージェントの設定ができる管理Ｗｅｂサ

イトのことを言います。 

対象機器 本サービスの対象となる甲が乙から購入した、別紙2第１項で定められたネットワーク機器を言います。 

みまもり用エージェント 本サービスを実施するために必要な甲の対象PCにみまもり機能用にインストールされるウイルス対策ソフトウェア

（SOPHOS社製InterceptX）のことを言います。 

技術調査票 兼 

導入準備シート 

本サービスの対象機器の設定情報が記載される乙所定の書面を言います。 

作業完了報告書 乙が本サービスの作業完了報告を甲へ行うために使用する、乙所定の書面を言います。 

本サービス契約 甲乙間にて成立する本サービスに関する契約を言います。

申込書 甲が利用申込みをする際の乙所定の申込書面を言います。 

申込書 乙所定の申込書を言います。 

契約開始日 機器の導入日またはサービス案内メール（みまもりプラン）に記載された日を言います。 

検収日 本サービスの開始のご案内メール送信日または訪問作業が終了した日を言います。 

契約終了日 甲または乙が相手方に対し、本サービス契約を終了する旨の意思表示をした日 

関連会社等 乙の関連会社または乙の選任した第三者を言います。

料金等 申込書および申込書に記載された本サービス毎にかかる料金および別途乙が定める本サービスの実施

に要する費用等を言います。 

データ等 対象 PC、必要機器およびその他の甲が保有する機器に記録されたデータ等を言います。 

ID 等 本サービスの実施に必要となる全アカウント情報やパスワードおよび契約ＩＤを言います。 

資料等 本サービスの実施に必要な情報、甲のネットワーク状況および必要機器の設置状況が把握できる資料

等を総称したもの言います。 

秘密情報 本サービス契約に関連して、それぞれ相手方に開示される資料等、および研究、技術、開発、製品、

事業活動、ノウハウ等に関する情報を含む書面で開示された一切の情報、または、口頭で開示された

情報であって開示後遅延なく秘密である旨（開示から 30 日以内）を通知した情報を言います。 

受領当事者 秘密情報を受領する当事者を言います。 

開示当事者 秘密情報を開示する当事者を言います。 

反社会的勢力 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係

企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準

ずる反社会的勢力を総称したものを言います。 

対象PC 別紙１で定める条件を充足する、本サービスを利用するために必要な甲の機器を言います。 

必要機器 乙が対象PCに対して本サービスを実施するために別途必要機器を言います。 

動作環境 別紙１第２項で定める本サービスが動作する環境を言います。 

データセンター 乙がサービスを提供するにあたり、甲に対して使用を許諾する、複数の契約者甲が共用する遠隔地のサーバー設備及び

ネットワーク設備を言います。 

管理サイト 本サービスにて提供される、インターネット接続にて使用する管理用のWebサイトを言います。 

インストール作業 対象PCへみまもり用エージェントをインストールする作業を言います。 
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第３条 （本サービスの提供条件） 
1. 甲は、本サービスを受ける場合に必要機器や設置、機器への接続を甲の責任と費用負担により行うものとしま

す。 

2. 甲の有するインフラ環境および対象PC、環境その他条件が、別途定められたシステム要件に満たない場合に

は、本サービスの提供ができない場合があります。 

3. 乙が甲に対して本サービスを提供するにあたり、甲は次の条件を満たしている必要があります。 

(1) 本ソフトウェアは、インターネット経由で更新されるため、対象機器がブロードバンド環境によるイン

ターネット接続（以下、本ネットワークとい言います。）を常時維持していること。 

(2) みまもり用エージェントをインストールするにあたり、エージェントのダウンロード用Web サイトの

URL を、E-Mail にてご連絡するためおよび本サービスである通知サービス、その他本サービスに関わ

る送信のため、当該連絡および受信できる甲のE-Mail アドレスが存在し指定していること。 

 

第４条 （本サービスの内容） 
1 本サービスは、UTMの導入、ウイルス検知・通知（以下みまもり）をご提供する商品です。乙が甲に対して提

供されるサービスは以下の種類で構成されます。 

 

RICOHサイバーセキュリティパック 

5年一括 ベーシック 

プラン 

(旧UTMプラン) 

サイバーセキュリティパック専用UTM本体 

UTM導入サービス 

UTMオンサイト保守5年 

サイバーセキュリティパック導入訪問基本 

スタンダード 

プラン 

 

サイバーセキュリティパック専用UTM本体 

UTM導入サービス 

UTMオンサイト保守5年 

サイバーセキュリティパック導入訪問基本 

【アップグレード】

スタンダードプラン 

導入サービス 

オンサイト保守 

サイバーセキュリティパック導入訪問基本 

クライアント証明書

インストール 

スタンダードプラン クライアント証明書インストール 

【一括】みまもりプ

ラン 

（初期） 

みまもり1台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり2台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり3台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり4台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり5台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり6台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり7台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり8台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり9台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり10台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

【一括】みまもりプ

ラン（運用） 

みまもり1台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり2台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり3台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり4台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり5台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり6台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり7台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり8台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり9台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり10台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 
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【一括】みまもりプ

ラン (追加) 

みまもり1台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり2台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり3台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり4台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり5台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり6台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり7台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり8台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり9台 追加導入〔エージェントインストール） 

【一括】みまもりプ

ラン (追加運用) 

みまもり1台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり2台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり3台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり4台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり5台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり6台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり7台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり8台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり9台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもりプラン

（PC入替用） 

みまもりプランエージェントインストール（PC入替え用）〕/1台あたり 

月額 みまもりプラン（初

期） 

CSP 月額プラン みまもりプラン みまもり初期導入 テナント作成 

CSP 月額プラン みまもりプラン みまもり初期導入 エージェントインスト

ール 

CSP 月額プラン みまもりプラン みまもり初期導入 UTM連携設定 

みまもりプラン（運

用） 

CSP 月額プラン みまもりプラン みまもり運用（月額） 

 

第５条 （申込条件） 
１． 本サービスは、乙から対象機器の新品を購入いただいた場合にのみ、申し込むことができるものとします。 

２． 〔【アップグレード】スタンダードプラン〕は、ベーシックプランもしくは UTM プランが導入済みの場合にの

み、申し込むことができるものとします。 

３． 〔【一括】CSP みまもりプラン 追加導入・追加運用〕は、【一括】CSP みまもりプラン 初期導入が導入済みの

場合にのみ、申し込むことができるものとします。 

 

第６条 （本サービスの契約成立） 
1. 甲は、別紙１に定める本ソフトウェアの使用許諾条件（以下、使用許諾条件と言います。）の内容に同意の

上、乙が指定する手続に基づいて利用申し込みを行うものとします。 

2. 乙は甲の利用申込を承諾した場合、速やかに乙が指定する方法により甲にその旨の通知を行うものとし、当該

承諾の通知が発信されたときに、甲乙間において本サービス契約が成立するものとします。 

3. 乙は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、利用申込みを承諾しないことがあります。 

(1) 別紙1 に定める本ソフトウェア使用許諾条件が満たされていない場合。 

(2) 甲が、利用申込みにかかる契約上の義務を怠った場合、またはそのおそれが明らかである場合。 

(3) 甲が、申込に際して虚偽の事実を報告した場合。 

(4) 甲が、本サービス料金の支払いを怠るおそれがある場合。 

(5) 甲について、第39条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する事実が判明した場合、またはそのおそれ

が明らかである場合。 

(6) その他、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。 

 

第７条 （本サービスの提供範囲） 
1 ベーシックプラン、スタンダードプラン 

別紙２第2 項をご参照ください。 

2 みまもりプラン 

別紙３第2 項をご参照ください。 
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第８条 （本サービスの提供外） 

以下各号に定める作業及びサービスは、本サービスの対象外とし、乙はその実施につき何らその責任を負うものでは

ありません。 

1. 対象PC においては以下のとおりとします。   

(1) 以下の①から③のいずれかに起因する対象PC の障害または故障 

① 対象PC メーカー指定外の媒体または消耗品等の使用 

② 対象PC メーカーの定める使用環境以外での使用 

③ 対象PC メーカーの保証が適用されない対象PC の不適正な使用、火災、水害、異常電流、甲による

輸送もしくは乙または対象 PC メーカー従業員（対象 PC メーカーの委託先従業員を含みます。）以

外の者により実施された改造または作業等 

(2) 消耗品および対象PC メーカーが別途定める特別保守部品等の提供およびそれらの交換作業 

(3) 対象 PC に記憶されたデータおよび甲の保有するデータのバックアップ作業、並びに当該データが毀損お

よび滅失した場合の修復作業 

(4) 本サービスの完了後における対象 PC の不具合および甲の使用するソフトウェアに生じた不具合に対する

復旧作業 

(5) 対象 PC へのコンピュータウイルスの感染および外部からの不正アクセスに対する防御並びにコンピュー

タウイルス等に起因して対象 PC または甲の使用するソフトウェアに生じた障害の復旧作業 

(6) データベース、プログラムおよびマクロ等の作成、追加および変更並びにこれら関わる支援作業 

(7) 乙により対象PC の保守部品が入手困難となった場合の対象 PC の修理 

(8) 天災地変、その他の不測の事故若しくは甲の故意、過失または不正使用により生じた対象 PC の障害の復

旧作業 

(9) 対象PC にインストールされた OS 及び甲が使用しているソフトウェアに起因して生じた障害の復旧作業 

(10) 前各号の他、乙が本サービスの対象外と認める作業 

本サービスは、対象PC から提供される各機能の完全な適用を保証するものではありません。 

 

2. ソフトウェアにおいては以下のとおりとします。 

(1) 理由の如何を問わず、みまもり用エージェントに生じた障害の復旧作業 

(2) 理由の如何を問わず、対象PCに生じた障害の復旧作業 

(3) 対象PCに記憶されているデータのバックアップ作業 

(4) 対象PCに記憶されているデータが損壊又は消失した場合の当該データの修復作業 

(5) 本ソフトウェアのバージョンアップ及び更新プログラムへの変更作業 

(6) 対象PCに感染したコンピュータウイルス等の駆除作業 

(7) 導入時以外における対象PCへのみまもり用エージェント以外のインストール作業 

(8) 別紙３第１項に記載している内容以外の問合せサービスの提供 

(9) 前各号のほか乙が本サービスの対象外と判断した作業 

 

第９条 （本ソフトウェアの免責） 
1. 乙は、本ソフトウェアの機能及び性能に関する正確性、完全性並びに甲の特定目的への適合性について何ら保

証するものではありません。 

2. 乙は、みまもり用エージェントが対象PCへのウイルスの感染を絶対的に予防することについて何ら保証するも

のではありません。 

3. 乙は、本ソフトウェアに起因して生じる対象PC及び他のソフトウェアのいかなる障害について何らその責任を

負うものではありません。 

 

第１０条 （本ソフトウェアの納入） 
1. 乙は、利用申込書記載の利用希望日までに甲が指定するE-Mail アドレス宛に、みまもり用エージェントのダ

ウンロード用URLを送付できない場合があります。利用日においては、別途乙が発行するサービス案内メール

にてご案内させていただきます。 

2. 輸送障害、天災地変、その他乙の責めに帰すべからざる事由により本ソフトウェアの納入が遅れた場合でも、

乙は、当該事由から生じた履行遅滞の責めを負わないものとします。 

3. 甲は、乙より本ソフトウェアの納入を受けた場合は、速やかにこれの数量を確認するものとします。本ソフ

トウェア等の瑕疵または数量不足等を発見したときは直ちに乙に通知し、その対応を甲乙別途協議の上定め

るものとします。 
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第１１条 （対象機器導入保守サービス） 
1. 導入保守サービスは、別紙 2 第２項に規定する、導入サービスと保守サービスにより構成されます。 

2. 導入サービスと保守サービスは一括して提供されるサービスであり、いずれか一方のみが提供されることはな

いものとします。 

 

第１２条 （対象機器の導入） 
導入サービスは、別紙 2 第２項に規定する内容で提供されるものとします。 

 

第１３条 （保守サービス） 
1. 保守サービスは、別紙 2 第２項に規定される内容で提供されるものとします。 

2. 障害の切り分けは、障害箇所を特定することを目的とし、障害箇所の部位まで明確に特定することを保証するも

のではありません。また、障害の切り分けの完了を保証するものではなく、乙は障害原因の完全な解明まで行う

義務を負うものではありません。 

3. 甲は、対象機器に保存されたデータを全て消去し、または第三者が閲覧できないよう適切な処置を施すものとし

ます。 

4. 対象機器の保守対応期間の終了等に基づく対象機器メーカーによる部品供給の打切り、または対象機器メーカ

ーの倒産などの理由により対象機器の保守が困難となった場合、乙は、対象機器の保守実施について何ら責任を

負うものではありません。 

5. 対象機器の保守サービスにおいて部品交換が実施された場合、次のとおりの条件とします。 

6. 当該対象機器から交換された旧部品の所有権は、乙に帰属するものとします。なお、旧部品に記録されていたデ

ータに関しては、乙は何ら責任を負うものではありません。 

7. 甲は、旧部品の所有権の乙への帰属を望まない場合、別途有償にて当該旧部品を購入することができるのとしま

す。 

8. 乙は、故障の内容または状況により、同一性能の同等部品または別メーカーの部品と交換する場合があるものと

し、甲はそれに同意するものとします。 

9. 保守サービスの完了後、対象機器のOS 及び本ソフトウェア以外に生じた不具合等について、乙は何ら責任を負

うものではありません。 

 

第１４条 （保守サービスの提供期間） 
1. 保守サービスの提供期間は、甲の選択により次項に定める提供開始日より5 年間とします。 

2. 保守サービスの提供開始日は、導入サービスにより対象機器の設置が完了した日とします。 

3. 保守サービスの提供期間満了日は、第1 項に定める提供期間の終了日とします。保守サービスは、保守サービス

の提供期間満了日をもって終了するものとします。 

 

第１５条 （保守延長サービス） 
保守延長サービスを申込むことはできないものとします。 

 

第１６条 （本サービス提供時間） 
1. UTM 導入保守 

提供時間は、下記のとおりとします。 

5年一括 ベーシック 

プラン 

導入サービス 月～金 9:00～17:00※ 

 保守サービス 

スタンダード 

プラン 

導入サービス 月～金 9:00～17:00※ 

 保守サービス 

【アップグレード】

スタンダード 

プラン 

導入サービス 月～金 9:00～17:00※ 

 
保守サービス 

クライアント証明書

インストール 

導入サービス 月～金 9:00～17:00※ 
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2. みまもりプラン 

提供時間は、下記のとおりとします。 

5年一括 みまもりプラン 

初期導入 

テナント作成（みまもり） 月～金 9:00～17:00※ 

エージェントインストール（みまもり） 

みまもりプラン 

運用 

監視通知 24 時間365 日（メール） 

＊管理クラウドからの自動送信 

問合せ対応（みまもり） 月～金 9:00～17:00※ 

みまもりプラン 

PC入替え用 

みまもりサービスエージェントインストール

（PC入替え用）〕 

月～金 9:00～17:00※ 

月額 みまもりプラン 

初期導入 

テナント作成（みまもり） 月～金 9:00～17:00※ 

エージェントインストール（みまもり） 

みまもりプラン 

運用 

監視通知 24 時間365 日（メール） 

＊管理クラウドからの自動送信 

問合せ対応（みまもり） 月～金 9:00～17:00※ 

みまもりプラン 

PC入替え用 

みまもりサービスエージェントインストール

（PC入替え用）〕 

月～金 9:00～17:00※ 

※（但し、土日祝日および年末年始の乙の指定日を除く） 

 

第１７条 （本サービス月額プラン提供期間と自動更新） 
1. 本サービスの提供期間は、5年一括プランは導入日から5年間とし、月額プランは自動更新といたします。 

2. 5年一括のみまもりプランは、UTMプラン契約期間と同期間契約といたします。 

3. 月額みまもりプランは、解約申請をするまで自動更新とし、最長でもUTMプラン契約満了日（終了日）までと

いたします。 

 

第１８条 （本ソフトウェアの使用許諾） 
1. 別紙１に定める。 

 

第１９条 （本サービス提供区域） 
本サービスの提供地域は、日本国内に限定します。 

 

第２０条 （本サービス実施者） 
乙は、本サービスの実施を乙の社員が行います。 

 

第２１条 （本サービスの変更） 
乙は、理由の如何を問わず、本サービス及び本ソフトウェアの仕様を予告無く変更する場合があります。 

 

第２２条 （本サービスの追加・変更） 
1. 甲は、本サービスの追加および変更を希望する場合は、その旨を乙に通知し、別途乙が指定する手

続に基づいてサービスの追加および変更の依頼を行うものとします。なお、追加および変更された

本サービスに関する契約については、第6条の規定が適用されるものとします 

2. 〔【一括】CSPみまもりプラン 追加運用〕および〔【アップグレード】スタンダードプラン オンサ

イト保守〕は、対象機器への設定が完了した日より、専用アプライアンスの保守サービス提供期間

満了日までの一括契約とします。 

 

第２３条 （本サービスの料金等） 
1. 甲は、乙指定の利用申込書に記載された本サービスにかかる料金および別途乙が定める本サービスの実施に要す

る費用等（以下、料金等と言います。）を、乙所定の支払い方法に従って乙に支払うものとします。 

2. 甲は、本サービス開始月以降に乙が発行する請求書に定める支払条件により、当該初期費用を乙に支払うものと

します。 

3. 料金等のうち月額費用が設定されている場合、甲は、本サービス開始翌月以降に乙が発行する請求書に定める支

払条件により、乙に支払うものとします。 

4. 甲は、料金等を本サービス開始月以降に乙が発行する請求書に定める支払条件により、乙に、一括で支払うも

のとします。 

5. 前項の規定の他、本サービスの実施場所が、乙のサービス要員の所在する場所より片道５０ｋｍ以上の距離
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で、かつ片道２時間以上かかる地区、および沖縄本島を除く周辺島部である場合、甲は、その都度乙の請求に

基づき別途追加料金を負担するものとします。 

6. 理由の如何を問わず本サービス契約が効力を失った場合といえども、乙は、甲より一旦支払われた料金等を甲

に返金しないものとします。 

7. 本サービスの料金等に消費税が賦課される場合、甲は、かかる本サービスの料金等とこれに対する本サービス

契約の成立時に有効な税率に基づく消費税相当金額を、併せて乙に支払うものとします。尚、税率の変更があ

った場合は、当該変更の実施後に甲が乙に支払う対価より変更された消費税を適用するものとします。 

8. 甲は、本サービスの料金等を遅延した場合には、支払期日の翌日より代金完済の日まで年14.6％の割合による

遅延損害金を乙に支払うものとします。 

9. 料金等のうち月額費用が設定されている場合、甲は、月額費用を、検収日の属する月の翌月から契約

終了日の属する月の翌月まで毎月乙所定の支払い方法に従って、乙に支払うものとします。なお、第

26条により、甲が本サービスの解除を申し出た場合、甲の当該月額費用の支払義務は、解除該当

月まで発生するものとします。 

 

第２４条 （本サービス申込みのキャンセル解約） 
1. 甲は、理由の如何を問わず本サービスの利用申込後、第23条（本サービスの料金等）に基づく料金を支払い前

に本サービス申込みをキャンセルすることはできないものとします。但し、第23条4項のとおり支払うことに

よりキャンセルできるものとします。 

 

第２５条 （本サービスの解約） 
1. 本サービスの提供期間中に解約をした場合であっても、本サービスの料金等の返金はしないものとします。 

2. 【月額】みまもりプランについては、契約期間途中での解約ができるものとします。 

甲は【月額】みまもりプランを解約するときは、解約日の2か月前までに書面によりその旨を乙に通知するも

のとします。 

 

第２６条 （甲による本サービス契約の解除）  
1. 甲は、申込後に本サービス契約を解除できません。 

2. 前項の規定にかかわらず、契約開始日から検収日の間に、甲が本サービス契約の解除を希望する場

合、甲は乙に対し、解除希望日までに、乙が受けた損害金額(消費税等別)を支払うことにより、本サ

ービス契約を解除できるものとします。 

3. 乙に生じた損害が違約金を超過する場合において、乙は甲に対し、当該超過分について賠償請求する

ことができるものとします。 

 

第２７条 （乙による本サービス契約の解除） 
１． 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なしにただちに本サービス契約の全部または

一部を解除することができるものとします。 

(1) 本条項に定める債務を履行せず、その他本条項に違反し、相当の期間を定めた催告にかかわらず、なお

債務不履行その他の違反行為が是正されない場合。 

(2) 差押、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合、

あるいは滞納処分により財産の差押を受けた場合。 

(3) 振出、裏書もしくは引受けた手形または小切手が不渡りとなった場合、もしくは手形交換所より銀行取

引停止処分を受けた場合。 

(4) 発生させた電子記録債権が支払不能となった場合、または電子記録債権取扱金融機関より取引停止処分

を受けた場合。 

(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始を申立てられた場合。 

(6) 定款違反、合併、総会の決議等による解散事由に該当した場合 

(7) 資産・信用状態もしくは事業状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理

由がある場合。 

(8) 監督行政庁により資格の取消、業務の停止等の行政処分を受けた場合。 

(9) 重大な背信行為があった場合。 

(10) その他本サービス契約を継続し難い重大な事由が発生した場合。 

２． 甲は、前項第２号から第８号までのいずれかに該当した場合、ただちに乙に対してその旨を通

知するものとします。 

３． 甲は、本条第１項各号のいずれかに該当した場合、乙による契約解除の有無にかかわらず、本
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サービス契約に基づき甲に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、ただ

ちに弁済するものとします。 

４． 乙は、第１項の規定に基づき本サービス契約を解除した場合であっても、甲に対して損害賠

償を請求することができるものとします。 

５． 乙は、契約開始日から検収日の間に、乙による合理的な対応をしたにもかかわらず、検収で

きないことが判明した場合、本サービス契約を解除できるものとします。 

 

第２８条 （本サービスの仕様変更） 
乙は、営業上、技術上その他の理由により、本サービスの仕様の全部または一部を変更することが

できるものとします。 

 

第２９条 （本サービスの廃止） 
1. 乙は、乙の都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 

2. 前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止する場合、乙は、本サービス廃止日の事前に甲に対して

その旨を通知するものとします。 

3. 本サービスの一部を廃止した場合は、その限度で利用契約は終了し、全部を終了した場合は、本利用契約の全

てが終了するものとします。 

4. 乙は、本条に基づき本サービスを廃止した場合に甲が被った損害について何ら責任を負うものではありませ

ん。 

 

第３０条 （本サービスの中止） 
1. 乙は、乙の責めに帰すべからざる事由により本サービスの全部または一部の提供を行うことができなくなった

場合、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。 

2. 乙は、本サービスの全部または一部を中止する場合、甲に対してその旨を通知するものとします。但し、緊急

でやむを得ない場合は、乙は事前通知を行わず本サービスを中止することができるものとします。 

3. 乙は、本条に基づき本サービスの提供を中止した場合に、甲が被った損害について何ら責任を負うものではあ

りません。 

 

第３１条 （本サービスの停止） 
1. 乙は、甲が以下各号のいずれかに該当した場合、甲に通知することなく、直ちに本サービスの全部又は一部の

提供を停止することができるものとします。 

(1) 支払期日が経過しているにもかかわらず本サービスに関連して甲が負担する本サービスの料金等の支

払がなされない場合 

(2) 本サービスの申込、及びその他の手続において乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合 

(3) 乙の問合せ窓口等へ正当な事由もなく長時間にわたり問合せを行う、又は同様の問合せを繰り返し行

うことにより乙の業務に支障をきたした場合 

(4) 乙に対して威嚇による嫌がらせ、恐喝又は脅迫などに当たる行為を行った場合 

(5) 本条項に違反し、その程度が軽微でないと乙が判断した場合 

(6) 明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合 

(7) その他乙が不適切であると判断する作為又は不作為による行為を行った場合 

2. 乙は、以下各号のいずれかに該当する場合、甲に対して事前に通知することによって、本サービスの全部又は

一部の提供を停止することができるものとします。但し、緊急でやむを得ない場合は、乙は事前通知を行わず

本サービスを停止することができるものとします。 

(1) 本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンス又は工事を実施する必要がある場合 

(2) 乙が本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合 

3. 乙は、本条に基づき本サービスの提供を停止した場合に甲が被った損害について、何ら責任を負うものではあ

りません。 

4. 乙は、甲の管理する情報等が、第１項のいずれかに該当する場合は、甲に対し何らの通知なく、蓄積している

情報を削除する場合があります。 

 

第３２条 （氏名等の変更） 
甲は、その氏名、商号、または住所等に変更があったときは、速やかに乙が指定する方法によりその旨を乙に通

知するものとします。 
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第３３条 （データ等の責任） 
1. 甲は、本サービスの実施にあたり、対象PCに記録されたデータ等（以下、データ等とい言います。）につい

て、自己の責任と費用負担において自ら修復可能なようにバックアップ等適切な処置を講ずるものとします。 

2. 乙が本サービスの実施にあたり甲のデータ等が、滅失、毀損、漏洩した場合といえども、その結果発生する直

接あるいは間接の損害について、乙はいかなる責任も負わないものとします。 

 

第３４条 （甲の協力） 
1. 甲は、乙の本サービスの実施にあたり、乙より要請があった本サービスの実施に必要な情報、調査シートの

他、甲のネットワーク状況および対象PCの設置状況が把握できる資料等（以下、資料等と言います。）を用意

し、これを乙に提示するものとします。 

2. 甲は、前項により乙に提示した資料等に変更があった場合は、速やかに乙に通知するものとします。 

3. 甲は、本サービスの実施に伴い乙が甲の事業所内に立ち入る必要がある場合、甲は、乙の立ち入りを許可すると

共に本サービスの実施に必要となる適切な広さの作業場所および対象機器の保守に必要な部品等の保管場所を

無償で乙に提供するものとします。この場合、乙は、当該事業所の定める安全衛生基準等の諸規則を遵守するも

のとします。 

4. 甲は、本サービスの実施にあたり必要となる場合、甲の保有するコンピューター等の設備を無償で提供するも

のとします。この場合、乙は、当該設備の使用規則を遵守するものとします。 

5. 甲は、乙の保守要員が対象機器の保守サービスの実施に必要であると判断した場合、乙による対象機器の停

止、または甲の事業所外への持ち出しを認めるものとします。 

6. 甲は、乙または関連会社等の従業員が本サービスの実施に必要であると判断した場合、乙による対

象 PC の停止、または甲の事業所外への持ち出しを認めるものとします。 

7. 甲は、対象 PC の設置場所の移動、取り外しをするときは、事前に乙に通知するものとし、乙は、

甲の費用負担において対象 PC の移動に乙または関連会社等の従業員を立ち会わせるものとします。 

8. 甲は、乙が本サービスを実施する上で甲の事業所内で発生する電気代等の費用を負担するものとします。 

9. 甲は、対象機器の設置場所の環境等について、対象機器メーカー指定の状態に維持および管理するとともに、

当該メーカー所定の使用方法に従って対象機器を使用するものとします。 

10. 甲は、乙が本サービスを提供するにあたり必要なネットワーク環境の情報、または対象機器に関する情報を乙

に提供するものとします。 

11. 甲は、ID 等を自己の責任において管理するものとします。 

12. 甲は、ID 等を漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により乙または第三者に損害が生じた

場合には、これによって生じた一切の責任を負うものとします。 

13. 甲は、対象 PC の設置場所の環境等について、対象 PC メーカー指定の状態に維持および管理するとともに、

当該メーカー所定の使用方法に従って対象PC を使用するものとします。 

 

第３５条 （甲による必要機器の準備） 
1. 甲は、必要機器を別途自ら用意するものとします。ただし、本サービスの提供内容の一部として機

器の提供がある場合は、この限りではありません。また、乙は甲に対して必要機器の種類等を指定

することができるものとします。 

2. 甲は、必要機器の設置または、機器への接続を自己の責任と費用負担により行うものとします。 

3. 甲は、必要機器の購入およびその設置、接続および設定等を、別途有償にて乙に依頼することがで

きるものとします。 

 

第３６条 （甲の責任） 
甲は、対象機器および対象 PC の障害発生に備え、甲の費用負担において以下の各号に規定する内容を実施する責

任を負うものとします。なお、乙は、以下の各号について何ら責任を負うものではありません。 

(1) 対象PC 上で作業するソフトウェアのバックアップ 

(2) 前号のソフトウェアにおいて作成され、保存されたデータのバックアップ 

(3) その他の記憶されたデータで、甲が必要であると判断したデータのバックアップ 

 

第３７条 （第三者の権利侵害） 
本サービスの実施に関し、甲と第三者との間に当該第三者の権利侵害に関する紛争が生じた場合には、乙は一切

の責任を取らないものとします。但し、乙の故意または重大な過失による場合は、この限りではないものとしま

す。 
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第３８条 （機密情報保持） 
1. 本サービス契約に関連して、それぞれ相手方に開示される資料等、および研究、技術、開発、製

品、事業活動、ノウハウ等に関する情報を含む書面で開示された一切の情報、または、口頭で開示

された情報であって開示後遅延なく秘密である旨（開示から30日以内）を通知した情報を言いま

す。 

2. 乙は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の

守秘義務を負わないものとします。 

3. 甲は、本サービスの利用に関して、乙から提供を受けた情報を乙に無断で複製し、または第三者に開示しては

ならないものとします。 

4. 本条の規定の他、個人情報の取扱いについては、別紙5「個人情報の取り扱いに関する規約」によるものとし

ます。 

 

第３９条 （反社会的勢力との関係排除等） 
1. 甲及び乙は、自己、自己の役員（名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者を言います。）若し

くは業務従事者又は本サービス契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これ

らに準ずる反社会的勢力（以下、これらを総称して反社会的勢力と言います。）であること 

(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有

すること 

(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってす

るなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること 

(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 

2. 甲及び乙は、本サービス契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長する

おそれがないことを誓約します。 

3. 甲及び乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 

(1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をす

る等、反社会的勢力と関係を持つこと 

(2) 自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと 

(ア) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること 

(イ) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会

的勢力である旨を伝えるなどすること 

(ウ) 相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること 

(エ) 相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること 

4. 甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本サービス契約を解除するこ

とができるものとします。この場合、甲又は乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その

他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。 

 

第４０条 （損害賠償責任） 
1. 甲は、乙の本サービス契約違反による損害を被った場合に限り、甲が損害を被った対象機器について支払った本

サービスの利用料金相当額を上限として、現実に生じた通常の直接損害について賠償請求できるものとします。

なお、甲が本条項により賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から６ヶ月間に限られるものとします。 

2. 前項に定める場合を除き、本サービスの提供、遅滞、変更、中止、停止、廃止、若しくは本サービスを通じて

登録、提供されるデータ、データベース等の流出、若しくは損失等、又はその他本サービスに関連して発生し

た（天災地変、その他の不測の事故、甲の故意又は過失により発生した場合も含む。）甲又は第三者の損害、

及び権利侵害について、乙は一切の責任は負わないものとします。但し、乙の故意又は重大な過失による場合

は、この限りではないものとします。 

3. 甲が本サービス契約に違反、不正行為、または甲の責めに帰すべき事由により、乙または第三者に損害を与え

る事態となった場合、乙は、甲に対し損害賠償を請求できるものとします。 

4. 乙は、甲の本サービスの利用に関連して、甲の業務に生じた業務中断、遅延、機会損失、甲と第三者との間で

発生した紛争、または損害賠償請求については、一切その責任を負わないものとします。 
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第４１条 （権利義務の譲渡等） 
甲は、本サービス契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならないものとしま

す。但し、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。 

 

第４２条 （準拠法） 
本サービス契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。 

 

第４３条 （協 議） 
甲および乙は、本サービス契約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるもの

とします。 

 

第４４条 （管轄裁判所） 
甲は、本サービス契約に付随して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするこ

とに合意します。 
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別紙１ 本ソフトウェア使用許諾条件 

 

1. SOPHOS 関連（UTM およびみまもりに関わるソフトウェア） 

 

第１条（使用権の許諾） 
1. 本ソフトウェアの使用許諾条件として、株式会社リコー（以下、リコーとい言います。）は甲に対し

て、甲が本サービスを受けるために、対象PCにおけるセキュリティ対策を目的とした日本国内における

非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利を許諾いたします。 

2. 甲は、リコーが別途指定した本ソフトウェアライセンス数のみで、本ソフトウェアを使用することがで

きます。なお、甲は、当該本数を超えて本ソフトウェアを使用する場合には、別途必要な本ソフトウェ

アのライセンス数の許諾を得るものとします。 

3. 甲は、本ソフトウェアの複製はできないものとします。 

 

第２条（著作権等） 
1. 本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権はソフ

ォス株式会社（以下、ソフォスとい言います。）へ独占的に帰属します。 

2. 甲は、リコーおよびソフォスの書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを第三者へ賃

貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェアに担保権を設定することはできな

いものとします。 

3. 甲は、リコーおよびソフォスの書面による事前の承諾を得ることなく、甲の顧客サービス（有償、無償

を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス）の一環として本ソフト

ウェアを使用することはできないものとします。 

4. 甲は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること

はできないものとします。甲の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、乙、リコ

ーおよびソフォスは、当該障害に関して一切の責任を負わないものとします。 

 

第３条（保証及び責任の限定） 
1. 乙、リコーおよびソフォスは、本ソフトウェアに関して、一切の保証を行わないものとします。また、

乙、リコーおよびソフォスは、本ソフトウェアの機能が甲の特定の目的に適合することを保証するもの

ではなく、本ソフトウェアの物理的な紛失、盗難、事故及び誤用等に起因する甲の損害につき一切の保

証を行わないものとします。 

2. 本ソフトウェアの使用に起因して甲又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益

に関して、乙、リコーおよびソフォスは一切の責任を負わないものとします。尚、理由の如何を問わず

乙、リコーが、甲又は第三者に対して負担する責任の総額は、本サービスの対価として実際に支払った

100%の額を上限とします。 

 

第４条（一般条項） 
1. 甲は、リコーおよびソフォスの書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外へ持

ち出すことはできないものとします。 

2. 本約款で定める本ソフトウェアの使用許諾に関し、本約款の締結以前に、甲、リコーおよびソフォスと

の間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、リコーおよびソフォスは、甲へ事前

の通知を行うことなく本約款で定める本ソフトウェアの使用許諾の内容を変更できるものとし、当該変

更がなされた場合、従前の内容、その他の告知内容は無効となり、最新の内容、告知内容が適用される

ものとします。 

3. リコーは、甲が本使用許諾条件のいずれかに違反した場合、甲による本ソフトウェアの使用を終了させ

ることができるものとします。 

 

 

以上 
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2. 対象 PC における動作条件 
 

 

2-1. みまもりプラン動作要件 

対象OS ※１ Microsoft Windows 10 pro 

CPU 対応OS が快適に動作すること 

メモリ 8G 以上 

エージェントが使用す

るディスク領域 
Windows エージェント 550MB 

インターネット接続 ブロードバンド回線（CATV/FTTH 等）  ※光回線推奨 

使用する 

TCP ポート 
443 が許可されていること 

プロキシ環境 認証付き・認証無し共に対応 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 11 以降 

Google Chrome 最新バージョン 

FireFox 最新バージョン 

※1. OS やWeb ブラウザは開発元にてサポートが終了された場合、本サービスでもサポート対象外となります。 

 

2-2. スタンダードプラン Web フィルタ動作要件 

対象OS ※１ 
Microsoft Windows 10 pro 推奨 

Microsoft Windows 7 Pro、Microsoft Windows 8.1 Pro  

CPU 対応OS が快適に動作すること 

メモリ 8G 以上 推奨 

インターネット接続 ブロードバンド回線（CATV/FTTH 等）  ※光回線推奨 

https アクセス 専用アプライアンスが発行する証明書をインストールしていること 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 11 以降 

Google Chrome 最新バージョン 

FireFox 最新バージョン 

※1. OS やWeb ブラウザは開発元にてサポートが終了された場合、本サービスでもサポート対象外となります。 

 

2-3. スタンダードプラン SPAM チェック動作要件 

対象OS ※１ 
Microsoft Windows 10 pro 推奨 

Microsoft Windows 7 Pro、Microsoft Windows 8.1 Pro  

CPU 対応OS が快適に動作すること 

メモリ 8G 以上 推奨 

インターネット接続 ブロードバンド回線（CATV/FTTH 等）  ※光回線推奨 

メールシステム 

対応プロトコル 

メールプロトコルはPOP もしくは IMAP を使用していること 

メーラーはデスクトップアプリ(Outlook など)を使用していること 

※1. OS やWeb ブラウザは開発元にてサポートが終了された場合、本サービスでもサポート対象外となります。 
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別紙２ 機器に関する規約 

 

1. 対象サービスおよび対象機器 
 

(1) 対象機器 

対象機器 商品名 備考 

XG-105 
サイバーセキュリティパック専用UTM 本体  

XG-106 

 

(2) 対象サービス 

RICOHサイバーセキュリティパック 

5年一括 ベーシック 

プラン 

UTM本体 

UTM導入サービス 

UTMオンサイト保守5年 

サイバーセキュリティパック導入訪問基本 

 

RICOHサイバーセキュリティパック 

5年一括 スタンダード 

プラン 

UTM本体 

UTM導入サービス 

UTMオンサイト保守5年 

サイバーセキュリティパック導入訪問基本 

 

RICOHサイバーセキュリティパック 

アップグレード  導入サービス 

オンサイト保守 

サイバーセキュリティパック導入訪問基本 

  ※アップグレードメニューは、ベーシックプランもしくはUTM プランが導入済みの場合にのみ、申し込むことができるものとします。 
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2. サービス仕様 
（１）UTM 導入・保守サービス5 年 

表 1 導入保守サービス 仕様  

分類 項目 仕様 備考 

導入サービス 

 

技術調査票 兼 導入

準備シート作成 

甲にヒアリングし導入準備シートを作成いたしま

す。 

作成した導入準備シートを甲に

ご確認いただき、記名押印を頂

きます。 

開梱作業 対象機器の開梱作業を実施します。  

設定 ベースコンフィグの流し込みを実施します。 

導入準備シートに基づき設定作業を実施します。 

ベースコンフィグは乙が作成し

た規定のものを使用します。 

甲による設定はできません。 

設置、結線 モデム・ONU・電源ケーブル・LAN ケーブルなどの

接続を実施します。 

 

動作確認 動作確認を実施します。  

操作説明 ユーザーマニュアルを使って対象機器の操作説明を

実施します。 

 

作業完了報告 作業完了報告書及び導入準備シートを元に、作業完

了報告を実施します。 

作業完了報告を甲にご確認頂

き、記名押印を頂きます。 

保守サービス コール受付 対象機器のハードウェア障害に関する問合せ、およ

び保守対応依頼を電話にて受付します。 

対応時間：月～金 9:00～17:00

（但し、土日祝日および年末年

始の乙の指定日を除く） 

障害切り分け 

（電話/オンサイト） 

一次的には電話、二次的に保守要員を訪問させるこ

とで、対象機器に発生した障害の切り分けを実施し

ます。 

対象機器に障害がないことが判

明した場合、対応を終了します。 

ハードウェア交換 保守要員を訪問させ、対象機器と保守用部材との交

換を実施します。 

 

コンフィグ投入 導入時もしくは設定変更時に取得したコンフィグを

インストールし、事前環境調査票、導入準備シート

に基づき設定します。 

 

作業完了報告 保守レポートにより作業完了報告を実施します。 保守レポートを甲にご確認いた

だき、記名押印を頂きます。 

Web フィルタ 

カテゴリ変更 

依頼いただいた内容にて、Web フィルタ制限対象カ

テゴリの設定をリモートで変更いたします。 

Web ページより依頼いただき、

設定完了時にメールにてご連絡

いたします。 

特記事項 保守サービス開始日は導入作業の完了日となります。 

ソフトウェア、又は、ファームウェアのバージョン作業は本サービスに含まれません。 

乙が必要と判断した場合、リモートで甲の対象機器に対して設定変更（ファームウェア

アップデートを含む）を行う場合があります。 

 

3. 注意事項 
＜LAN 環境の IP アドレス設定＞ 

✓ 甲のLAN 環境にてグローバルIP アドレスが設定されている場合、アンチスパムの機能でメールが送信で

きなくなる場合があるため、以下の制約が発生します。 

➢ 新規ネットワークを構成し導入する場合：甲の LAN ネットワーク環境の IP アドレスはプライ

ベート IP アドレスを設定する必要があります。 

➢ 既存ネットワークに導入する場合：プライベート IP アドレスに指定されているクラス A～C の

IP アドレスへの変更を実施する必要があります。 

 

✓ 機器の仕様上、以下のプライベートIP アドレスを設定することはできません。 

➢ 172.16.16.0 / 24 

➢ 10.255.0.0 / 24   
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別紙３ みまもりプランに関する規約 

 

1. 対象サービス 
 

RICOHサイバーセキュリティパック 

5年一括 【一括】CSPみまもりプラ

ン 

（初期） 

みまもり1台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり2台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり3台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり4台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり5台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり6台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり7台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり8台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり9台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

みまもり10台 初期導入〔テナント作成・エージェントインストール） 

【一括】みまもりプラン

（運用） 

みまもり1台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり2台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり3台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり4台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり5台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり6台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり7台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり8台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり9台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり10台 運用〔5年運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

【一括】みまもりプラン 

(追加) 

みまもり1台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり2台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり3台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり4台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり5台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり6台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり7台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり8台 追加導入〔エージェントインストール） 

みまもり9台 追加導入〔エージェントインストール） 

【一括】みまもりプラン 

(追加運用) 

みまもり1台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり2台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり3台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり4台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり5台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり6台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり7台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり8台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもり9台 追加運用〔運用費（PC保守時の再インストール含む）〕 

みまもりプラン（PC入替

用） 

みまもりプランエージェントインストール（PC入替え用）〕/1台あたり 

月額 みまもりプラン（初期） CSP 月額プラン みまもりプラン みまもり初期導入 テナント作成 

CSP 月額プラン みまもりプラン みまもり初期導入 エージェントインストー

ル 

CSP 月額プラン みまもりプラン みまもり初期導入 UTM連携設定 

みまもりプラン（運用） CSP 月額プラン みまもりプラン みまもり運用（月額） 
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2. サービス仕様 
(1) 5 年一括メニュー 

分類 項目 仕様 備考 

5 年一括 【一括】みまもりプ

ラン 

（初期） 

テナント作成 乙は、みまもり用クラウド（SophosCentral）にテナントと操作

アカウントを作成いたします。乙は、甲に対して、テナント操作

アカウントのパスワード設定メールを申込日より3営業日以内に

発行いたします。甲は、72時間以内にユーザガイドに沿った手

順でパスワード設定を実施するものといたします。 

また、別途、サービス開始日や問合せ先を記載したサービス案内

メールを送付いたします。 

みまもり用エージェ

ントインストール 

乙は、甲が保有する対象PCに対して、本ネットワークを利用

し、本サービス実施のために甲に代わり、導入手順書に基づき、

必要な設定作業を行言います。尚、甲は乙に対して、当該作業を

行うにあたり、対象PCの利用を認めるものとします。また、甲

は、乙より当該作業の実施を受けた場合は、乙の当該作業完了報

告書に対する甲の署名・押印をもって当該作業は完了したものと

します。 

みまもり用エージェントをインストールした甲の対象 PC に対し

て、プログラムを配信します。但し、乙が当該配信を行ったにも

かかわらずなお甲のプログラムの更新ができない場合、甲の責任

にて、当該更新作業の実施が必要であることを予め甲は承諾する

ものとします。 

【一括】みまもりプ

ラン 

（運用） 

監視通知 乙は、甲に対して、本サービスで適用する重大なセキュリティ上

の警告をみまもり用エージェントおよび UTM より検知し、通知

いたします。 

問合せ対応 

（操作方法等） 

契約時または CE 作業時にお渡しするユーザガイドに記載されて

いる内容についてご回答いたします。 

本サービス以外の問い合わせや障害対応に関する問い合わせにつ

いては問合せ対応に含まれず、乙は一切責任を負わないものとし

ます。 

応対は、乙の合理的判断に基づきなされるものとし、当該応対に

基づく結果については、乙の故意または重過失の場合を除き、乙

は何ら責任を負うものではありません。また乙は、全ての内容に

回答し、甲に生じた問題を全て解決することを保証するものでは

ありません。 

【一括】みまもりプ

ラン (追加) 

みまもり用エージェ

ントインストール 

乙は、甲が保有する対象PCに対して、本ネットワークを利用

し、本サービス実施のために甲に代わり、導入手順書に基づき、

必要な設定作業を行言います。尚、甲は乙に対して、当該作業を

行うにあたり、対象PCの利用を認めるものとします。また、甲

は、乙より当該作業の実施を受けた場合は、乙の当該作業完了報

告書に対する甲の署名・押印をもって当該作業は完了したものと

します。 

みまもり用エージェントをインストールした甲の対象 PC に対し

て、プログラムを配信します。但し、乙が当該配信を行ったにも

かかわらずなお甲のプログラムの更新ができない場合、甲の責任

にて、当該更新作業の実施が必要であることを予め甲は承諾する

ものとします。 
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分類 項目 仕様 備考 

 【一括】みまもりプ

ラン (追加運用) 

監視通知 乙は、甲に対して、本サービスで適用する重大なセキュリティ上

の警告をみまもり用エージェントおよび UTM より検知し、通知

いたします。 

 問合せ対応 

（操作方法等） 

契約時または CE 作業時にお渡しするユーザガイドに記載されて

いる内容についてご回答いたします。 

本サービス以外の問い合わせや障害対応に関する問い合わせにつ

いては問合せ対応に含まれず、乙は一切責任を負わないものとし

ます。 

応対は、乙の合理的判断に基づきなされるものとし、当該応対に

基づく結果については、乙の故意または重過失の場合を除き、乙

は何ら責任を負うものではありません。また乙は、全ての内容に

回答し、甲に生じた問題を全て解決することを保証するものでは

ありません。 

みまもりプラン

（PC入替用） 

みまもり用エージェ

ントインストール 

乙は、甲が保有する対象PCに対して、本ネットワークを利用

し、本サービス実施のために甲に代わり、導入手順書に基づき、

必要な設定作業を行言います。尚、甲は乙に対して、当該作業を

行うにあたり、対象PCの利用を認めるものとします。また、甲

は、乙より当該作業の実施を受けた場合は、乙の当該作業完了報

告書に対する甲の署名・押印をもって当該作業は完了したものと

します。 

みまもり用エージェントをインストールした甲の対象 PC に対し

て、プログラムを配信します。但し、乙が当該配信を行ったにも

かかわらずなお甲のプログラムの更新ができない場合、甲の責任

にて、当該更新作業の実施が必要であることを予め甲は承諾する

ものとします。 
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(2) 月額メニュー 

分類 項目 仕様 備考 

月額プラン みまもりプラン 

（初期） 

テナント作成 乙は、みまもり用クラウド（SophosCentral）にテナント

と操作アカウントを作成いたします。乙は、甲に対して、

テナント操作アカウントのパスワード設定メールを申込日

より3営業日以内に発行いたします。甲は、72時間以内に

ユーザガイドに沿った手順でパスワード設定を実施するも

のといたします。 

また、別途、サービス開始日や問合せ先を記載したサービ

ス案内メールを送付いたします。 

みまもり用エージェ

ントインストール 

乙は、甲が保有する対象PCに対して、本ネットワークを

利用し、本サービス実施のために甲に代わり、導入手順書

に基づき、必要な設定作業を行言います。尚、甲は乙に対

して、当該作業を行うにあたり、対象PCの利用を認める

ものとします。また、甲は、乙より当該作業の実施を受け

た場合は、乙の当該作業完了報告書に対する甲の署名・押

印をもって当該作業は完了したものとします。 

みまもり用エージェントをインストールした甲の対象 PC

に対して、プログラムを配信します。但し、乙が当該配信

を行ったにもかかわらずなお甲のプログラムの更新ができ

ない場合、甲の責任にて、当該更新作業の実施が必要であ

ることを予め甲は承諾するものとします。 

みまもりプラン 

（運用） 

監視通知 乙は、甲に対して、本サービスで適用する重大なセキュリ

ティ上の警告をみまもり用エージェントおよび UTM より

検知し、通知いたします。 

問合せ対応 

（操作方法等） 

契約時または CE 作業時にお渡しするユーザガイドに記載

されている内容についてご回答いたします。 

本サービス以外の問い合わせや障害対応に関する問い合わ

せについては問合せ対応に含まれず、乙は一切責任を負わ

ないものとします。 

応対は、乙の合理的判断に基づきなされるものとし、当該

応対に基づく結果については、乙の故意または重過失の場

合を除き、乙は何ら責任を負うものではありません。また

乙は、全ての内容に回答し、甲に生じた問題を全て解決す

ることを保証するものではありません。 

 

 

別紙４ 個人情報の取り扱いに関する規約 

 

以下WEBサイトにてご確認ください。 

 

リコーホームページ＞個人情報保護について 

 

https://jp.ricoh.com/privacy/index_2.html 


